
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前の子どもを

対象に支給されている子ども手当について、財源を確保しつつ、既に支給している子

ども手当「1 万 3 千円」から上積みする。上積み分については、地域の実情に応じて、

現物サービスにも代えられるようにする。 

（注１）概算要求額については、平成 22 年度予算の負担ルール（子ども手当の一部として、児童手

当法に基づく児童手当を支給し、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地

方、事業主が費用を負担）を当てはめて国庫負担額を要求。財源構成等については、子ども手

当等に関する四大臣合意（平成 21 年 12 月 23 日。国家戦略担当・内閣府特命担当大臣、総務

大臣、財務大臣、厚生労働大臣）に基づき予算編成過程で検討し、結論を得る。 

なお、児童養護施設に入所している子どもへの対応、海外に居住する子どもへの対応等につ

いても、予算編成過程で検討し、結論を得る。 

（注２）子ども手当の上積み分の取扱いについては、現物サービス（子ども・子育てビジョンに基づ

く保育所の整備を含む）への代替も含めて、予算編成過程で検討し、結論を得る。 

 
 

 

 

 

（１）待機児童解消策の推進など保育サービスの充実   

４，０８８億円（３，８８１億円）      

待機児童の解消を図るため、保育所等の受入児童数の拡大を図る。また、保護者や

地域の実情に応じた多様な保育サービスを提供するため、家庭的保育（保育ママ）や

延長保育、休日・夜間保育、病児・病後児保育などの充実を図る。 
 
（２）放課後児童対策の充実                    ３４４億円（２７４億円） 

総合的な放課後児童対策（放課後子どもプラン）の着実な推進を図るとともに、保育

サービスの利用者が就学後に引き続きサービスを受けられるよう、放課後児童クラブの

第１ 安心して子どもを産み育てることのできる環境の整備 

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、子育てに係る支援策

を充実させるなど、総合的な子ども・子育て支援を推進する。 

１ 子ども手当の充実      １兆７，３７５億円（１兆４，７２２億円） 

２ 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策等の充実 

                             ４，８２６億円（４，５７５億円）
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箇所数の増（24,872 か所→25,591 か所）や開設時間の延長の促進など、放課後児童対策

の拡充を図る（「小 1の壁」の解消）。 

 

（３）すべての子育て家庭に対する地域における子育て支援対策 

３９４億円（４１９億円） 

子育て中の親子の交流の場の提供や子育てに関する相談、情報提供、助言その他の

援助を行う地域子育て支援拠点や、家庭において保育を受けることが一時的に困難と

なった乳幼児に対する一時預かり等について、身近な場所への設置を促進する。 

 

 

 

 

平成 22 年度までの措置として支給額を 4 万円引上げ、原則 42 万円を支給している

出産育児一時金については、妊産婦の経済的負担の軽減を図る等の観点から、関係者

により御議論いただき、その結果を踏まえ、予算編成過程において検討する。 
 

 

 

 

（１）不妊治療への支援等                          １２３億円（８１億円）  

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費が

かかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する（1 回あたり 15 万円を年 2

回、通算 5 年までのところを、年 3 回まで（通算 5 年、通算 10 回を超えない）、所得

制限の緩和）などの支援を行う。 

また、妊婦健康診査支援基金については、期限延長等について検討する。 

 

（２）小児の慢性疾患等への支援                  １６２億円（１４７億円）     

小児期における小児がんなどの特定の疾患の治療の確立と普及を図るとともに、患

者家庭の医療費の負担を軽減する。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施する。 

 

（３）周産期医療体制等の充実（後述・４７ページ参照）      ８５億円（８７億円） 

 
 
 
 
 

３ 出産に関わる経済的負担の軽減       

４ 母子保健医療対策の充実          ３７２億円（３１７億円） 
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（１）ひとり親家庭の就業・生活支援等の推進            ３７億円（３６億円） 

母子家庭等の自立を推進するため、地域の実情に応じた就業支援・生活支援の事業

を推進する。また、ハローワーク等と連携し、個々の家庭の状況・ニーズに応じた自

立支援プログラムを策定する事業については、父子家庭についても当該事業の対象に

するなどの充実を図る。 

 

（２）マザーズハローワーク事業の拡充                ２２億円（２１億円） 

    事業拠点の増設（163 か所→168 か所）等、マザーズハローワーク事業を拡充する。 

 

（３）自立を促進するための経済的支援         １，８２２億円（１，７２９億円）      

ひとり親家庭の自立を支援するために児童扶養手当を支給する。また、母子家庭や

寡婦の自立を促進するため、技能取得等に必要な資金の貸付けを行う母子寡婦福祉貸

付金による経済的支援を行う。 
 

 

 

 

 

（１）虐待を受けた子ども等への支援               ８４８億円（８４１億円）    

①地域における体制整備                                      

市町村における児童虐待防止対策の推進を図るため、乳児家庭全戸訪問事業（こ

んにちは赤ちゃん事業）等について引き続き支援を行うとともに、相談対応職員の専

門性の向上等を図る。 

 

②児童相談所における体制の強化                      

困難事例への対応や市町村への支援を行う児童福祉司等のサポート職員を配置し、

児童相談所の体制強化を図る。 

 

③児童家庭支援センターの拡充                          

子どもや保護者に対する相談・支援体制を強化するため、児童家庭支援センター

の箇所数を増加させる（104 か所→108 か所）とともに、当該センターにおける心理

療法担当職員による支援体制の強化を図る。 

５ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進                

                         １，８９１億円（１，７９９億円）

６ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実        

                                      ９０５億円（８９７億円）
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④要保護児童等に対する社会的養護の充実                 ８４５億円（８３８億円） 

  虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設等や里親について受

け入れ児童数の拡大を図るとともに、施設におけるケア単位の小規模化等を推進す

る。 

 

（２）配偶者からの暴力（ＤＶ）防止                   ５８億円（５６億円）      

婦人相談所の指導的職員に対する研修体制を充実させるとともに、当該相談所にお

ける一時保護委託の充実を図る。 
 

 

 

 

 

 
 

 

７ 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備 

（後述・４２ページ参照）                     ９８億円（９８億円） 
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